
自動販売機設置事業者募集要項 

 

 群馬県では、県有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、一般競争入札によって 

決定します。 

 入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか、入札説明書及び仕様書をよく読み、  

内容を承知した上で参加してください。 

 

１ 目的 

  県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済     

 の活性化を図る。 

 

２ 入札資格要件 

  次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号 

に掲げられた者でないこと。 

(2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号 

   に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係 

を有している者でないこと。 

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

(4) 法人にあっては群馬県近隣に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内

で事業を営んでいること。 

(5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する３年以上の実績を有している

こと。ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者（子会社又は関連会社を  

除く。）に委託した場合は、実績に含めないこと。 

(6) 県税を滞納していないこと。 

 

３ 入札に付する事項等 

 (1) 自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借 

 (2) 貸付場所及び面積（設置台数） 
 

 

物件番号 

 

 財産名称 

 

 所在地 

 

貸付箇所 

 

貸付面積 

 

種類について

の条件 

 

台数 

１ 

群 馬 県 立

高 崎 東 高

等学校 

高崎市元島名

町 1510 

1 階 

コモンホール 

  1.75 ㎡ 

 (1.50×

1.00m＋

0.25 ㎡) 

アイス   

クリーム 
１台 

※１ 貸付面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 

 ※２ 回収ボックスの設置方法および使用済み容器の回収方法の詳細については、 

   仕様書のとおりとし、協議のうえ決定する。 

 (3) 貸付期間 

   令和８年６月１日から令和１１年３月３１日まで（更新なし） 

 



(4) 参考データ（施設の概要、令和８年４月現在） 

   ア 利用可能日  授業日数年間約２００日 

※授業日の他に休日や長期休業等の部活動や補習授業にも利用

することがあります。 

   イ 職員・生徒数 職員４７名、生徒数４５５名 

   

４ 入札参加申請 

  入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を提出し、入札参加資格を有することを  

   証明しなければならない。 

 (1) 申込方法 

提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参又は郵送とし、電話、ファック

ス、電子メールその他の方法による受付は行わない。 

(2) 申込期間 

 ①持参する場合 

   申込受付期間：令和８年４月２４日(金)から令和８年４月３０日（木)までの日（群馬 

      県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条に規定 

   する休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間（ただし、正午 

 から午後１時までの間を除く。） 

提 出 場 所：高崎市元島名町１５１０ 

群馬県立高崎東高等学校 事務室 

電話：０２７－３５２－１２５１ 

②郵送の場合 

  申込受付期間：令和８年４月２４日(金)から令和８年４月３０日(木)午後５時必着 

   送  付  先：〒３７０－００１４ 

高崎市元島名町１５１０ 

群馬県立高崎東高等学校 事務室 

   ※１ 書留郵便により送付すること。 

※２ 申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け

付けられないので注意すること。 

 (3) 提出書類（提出部数各１部） 

 提出書類 法人 個人 

会計局会計管理課の入札

資格認定を受けている者

は省略可 

① 入札参加申請書 ○ ○  

② 身分証明（市町村発行のもの）  ○ 省略可 

③ 誓約書 ○ ○  

④ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○  省略可 

⑤ 確定申告書（写）  ○ 省略可 

⑥ 印鑑証明書 ○ ○ 省略可 

⑦ 所在地の県税の完納証明書 ○ ○ 省略可 

⑧ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○  

  ※１ ②、④、⑥、⑦については、発行後３か月以内の原本とする。 



 

５ 質問書及び回答について 

 (1) 受付期間及び提出方法 

 ①持参する場合 

受付期間：令和８年４月２４日（金）から令和８年４月３０日（木）までの日（群馬

県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条に規定する

休日を除く日の午前９時から午後５時までの間（ただし、正午から午後１

時までの間を除く。） 

  提出場所：高崎市元島名町１５１０ 

群馬県立高崎東高等学校 事務室 

電話：０２７－３５２－１２５１ 

②郵送の場合 

受付期間：令和８年４月２４日（金）から令和８年４月３０日（木）午後５時必着 

 送 付 先：〒３７０－００１４ 

高崎市元島名町１５１０ 

群馬県立高崎東高等学校 事務室 

※ 書留郵便により送付すること。 

(2) 質問者への回答 

   質問者に対し電子メールで個別に回答する。また、全ての質問事項及び回答をまとめ、 

令和８年５月８日（金）までに高崎東高等学校のホームページに掲載する。 

 

６ 入札参加資格の確認等 

  上記４(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和８年５月８日(金)まで

に、申請者あて結果を電子メールにて通知する。 

  なお、参加資格のある者に対しては、入札書及び入札参加にあたっての留意事項を送付

する。 

  また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り  

消す。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 日時  

    令和８年５月１４日（木）午前９時００分 

 (2) 場所 

高崎市元島名町１５１０ 

   群馬県立高崎東高等学校 事務室 

 

８ 契約 

  落札者決定後、令和８年５月１８日(月)までに、落札した者と県有財産賃貸借契約書を             

 締結する。 

   

９ 問い合わせ先 

    〒３７０－００１４ 

    群馬県高崎市元島名町１５１０ 



    群馬県立高崎東高等学校 事務室 

    ＴＥＬ：０２７－３５２－１２５１ 

    ＦＡＸ：０２７－３５３－０９９４ 

    E-mail：sutou-marin@pref.gunma.lg.jp 

 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）抜粋 

 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 167 条の 4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二

条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参

加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員

の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した

とき。 

 

当該入札の落札決定の効果は、令和８年６月１日において効力を生ずる。 


